議案第４８号

　　　大野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案

　　　　　　　　　令和７年７月２４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大野市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　久保俊岳





















　提案理由
　　生涯学習・文化財保護課の事務分掌に所要の改正を行うため
大野市教育委員会規則第２号

　　　大野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

　大野市教育委員会事務局組織規則（平成８年教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	別表第２（第８条関係）
	課等
	事務分掌

	こども支援課
	（略）

	生涯学習・文化財保護課
	１　社会教育委員に関すること


２　（略）
３　（略）
４　（略）
５　（略）
６　（略）
７　（略）
８　（略）
９　（略）
１０　（略）
１１　（略）
１２　（略）
１３　（略）
１４　（略）
１５　（略）



別表第７（第１２条関係）
	附属機関の名称
	庶務を担当する課等

	大野市通学区域審議会
	（略）

	大野市いじめ問題対策連絡協議会


	（略）

	大野市図書館協議会
	（略）



	別表第２（第８条関係）
	課等
	事務分掌

	こども支援課
	（略）

	生涯学習・文化財保護課
	１　社会教育委員に関すること
２　青少年問題協議会に関すること。
３　（略）
４　（略）
５　（略）
６　（略）
７　（略）
８　（略）
９　（略）
１０　（略）
１１　（略）
１２　（略）
１３　（略）
１４　（略）
１５　（略）
１６　（略）



別表第７（第１２条関係）
	附属機関の名称
	庶務を担当する課等

	大野市通学区域審議会
	（略）

	大野市いじめ問題対策連絡協議会
	（略）

	大野市青少年問題協議会
	生涯学習・文化
財保護課

	大野市図書館協議会
	（略）





　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野市教育委員会事務局組織規則の規定は、令和７年７月１日から適用する。

